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村
の
健
康
診
断
は

国
保
に
加
入
し
て
い
な
い
方

は
、
有
料
等
で
村
の
健
康
診

断
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま

す
か
。

40
歳
以
上
の
医
療
保
険
に
加

入
し
て
い
る
方
は
、
医
療
保

険
者
が
健
康
診
断
を
行
う
責

務
が
あ
る
の
で
、
村
で
は

特
定
健
診
と
し
て
、
国
民
健

康
保
険
加
入
者
を
対
象
と
し

て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
社
会

保
険
の
方
に
つ
い
て
は
、
一

部
で
実
施
対
象
と
し
て
い
る

場
合
も
あ
り
ま
す
。

園
児
給
食
は
納
入
・

�
小
中
学
校
は
無
償
化

園
児
給
食
費
お
よ
び
児
童
給

食
費
・
生
徒
給
食
費
な
ど
の

内
訳
は
、
ど
う
な
っ
て
い
ま

す
か
。

園
児
給
食
費
は
保
護
者
か
ら

の
徴
収
額
、
児
童
・
生
徒
の

給
食
費
は
、
就
学
援
助
費
か

ら
の
支
給
分
で
す
。

こ
れ
ら
就
学
援
助
費
は
、
交

付
税
か
ら
戻
る
と
の
考
え
は

あ
り
ま
す
か
。

特
に
交
付
税
措
置
を
さ
れ
る

も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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付
託
さ
れ
ま
し
た
３
つ
の
決
算
に
つ
い
て
審

査
を
行
い
、
全
て
全
員
賛
成
で
認
定
し
ま
し
た
。

　
付
託
さ
れ
ま
し
た
４
つ
の
決
算
に
つ
い
て
審

査
を
行
い
、
全
て
全
員
賛
成
で
認
定
し
ま
し
た
。 旧 北部浄水場旧 学校給食センター

新学校給食センター見学スペース

新 北部浄水場新 学校給食センター

●太陽光発電事業特別会計歳入歳出決算の認定

●上水道事業会計決算の認定

●下水道事業会計決算の認定　
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学
校
給
食
事
業

国
民
健
康
保
険

約
３
分
の
１
が
漏
水
等

　
令
和
６
年
度
に
お
け
る
年
間
総

配

水
量
は
２
４
４
万
６
８
０
６
立
方
メ
ー

ト
ル
、
年
間
総

有
収
水
量
は
１
６
３

万
３
７
６
１
立
方
メ
ー
ト
ル
、
有
収
率

は
66
・
８
％
と
な
り
、
対
前
年
度
比
で

５
・
１
ポ
イ
ン
ト
下
回
り
ま
し
た
。
有

収
率
は
、
令
和
２
年
度
の
77
・
８
％
か

ら
４
年
連
続
で
減
少
を
続
け
て
お
り
、

前
年
度
同
規
模
団
体
平
均
（
80・51
％
）

お
よ
び
第
６
次
榛
東
村
総
合
計
画
に
掲

げ
た
目
標
値
（
82
・
０
％
）
を
大
き
く

下
回
っ
て
い
ま
す
。有
収
率
の
向
上
は
、

上
水
道
事
業
の
健
全
経
営
の
根
幹
を
な

す
も
の
で
あ
り
、
計
画
的
に
対
策
を
講

じ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

水
道
の
有
収
率
と
は

　
浄
水
場
な
ど
か
ら
配
水
し
た
水
量
の

う
ち
、
実
際
に
料
金
収
入
と
な
っ
た
有

収
水
量
の
割
合
を
示
す
指
標
で
す
。
数

値
が
高
い
ほ
ど
、
水
道
事
業
の
経
営
が

効
率
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

有
収
率
が
低
い
場
合
、
漏
水
等
が
考
え

ら
れ
ま
す
。

問

問

問 答

答

答

上
水
道
事
業

付託された議案付託された議案〈全員賛成〉〈全員賛成〉

●国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

●後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

●介護保険特別会計歳入歳出決算の認定

●学校給食事業特別会計歳入歳出決算の認定

監
査
委
員
審
査
の
意
見

令和６年度特別会計公営企業会計 決算

配水量とは…浄水場や配水場から村内へ送り出した水量のことです。
有収水量とは…実際に料金として徴収した水量のことです。

（千㎥） （％）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

年間総配水量 年間総有収水量 有収率

77.877.8 77.577.5

73.873.8 71.971.9

66.866.8
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特定健診とは特定健診とは…40～74歳の村国保加入者が受けられる健診です。保健相談センターで、集団健診が
あります。後期高齢者医療保険加入者は、長寿健診の対象です。


